
令和５年度 

刈谷市税等納期一覧表 

 

納期限 

税目など 

令和５年 令和６年 

４月 
5/1(月) 

５月 
5/31(水) 

６月 
6/30(金) 

７月 
7/31(月) 

８月 
8/31(木) 

９月 
10/2(月) 

１０月 
10/31(火) 

１１月 
11/30（木） 

１２月 
12/25（月） 

１月 
1/31（水） 

２月 
2/29（木） 

３月 
4/1(月) 

市 県 民 税 
（普通徴収） 

  １期 
全期前納 

 ２期  ３期   ４期   

固定資産税 

都市計画税 
１期 
全期前納 

 
 

 ２期     ３期  ４期  

軽自動車税 

種 別 割 
 全期           

国 民 健 康 

保 険 税 
（普通徴収） 

   １期 
全期前納 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期  

後期高齢者 

医療保険料 
（普通徴収） 

   １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期  

介護保険料 
（普通徴収） 

   １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期  

水道料金 
下水道使用料 

南 ４月 
検針分 

 ６月 
検針分 

 ８月 
検針分 

 １０月 
検針分 

 １２月 
検針分 

 ２月 
検針分 

 

北  ５月 
検針分 

 ７月 
検針分 

 ９月 
検針分 

 １１月 
検針分 

 １月 
検針分 

 ３月 
検針分 

 
南→東海道本線より南（ただし、下重原町、重原本町、半城土町、半城土北町、野田町、野田新町、板倉町を含む） 

北→東海道本線より北（ただし、上記の町を除く） 

下水道受益者 

負 担 金 

     １期 
一括納付 

     ２期 

令和５年度供用開始地区土地所有者など及び平成３１年度から令和４年度までの供用開始地区で 

５年１０回払いの分割納付をしている人 

納付は便利で確実な口座振替をご利用ください 

○公的年金に係る市県民税を年金からの特別徴収で納付する人は、年金支給月に直接年金から引き落としされます。 

◇お問合せは各担当窓口へ 

 ◆市税納付・市税口座振替…納税課 （℡６２－１００７）    

◆後期高齢者医療保険料……国保年金課 （℡６２－１２０７） 

◆介護保険料…………………長寿課 （℡６２－１０１３） 

◆水道料金・下水道使用料…水道料金窓口 （℡６２－１０２７） 

◆下水道受益者負担金………下水道課 （℡６２－１０２９）   


